
告 示

�愛媛県告示第２２３号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農業振興局農産園

芸課担い手・農地保全対策室において告示の日から２週間公衆の縦

覧に供する。

平成２８年３月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
八反地営農組合

愛媛県松山市八反地
甲２２８番地１

愛媛県松山市庄甲２１
２番１ほか１９筆 １０，６２４

竹 中 恵 太 愛媛県西予市宇和町
久枝甲２３９番地

愛媛県西予市宇和町
久枝甲１４４５番 ４，０００

竹 中 義 廣 愛媛県西予市宇和町
久枝甲２３９番地

愛媛県西予市宇和町
久枝甲１４１６番ほか１
筆

７，８５９

薬師神 光 男 愛媛県西予市城川町
魚成２０７４番地

愛媛県西予市城川町
魚成２４４７番１ほか１
筆

１，７５６

浅 野 晋 司 愛媛県西予市城川町
魚成４０３０番地

愛媛県西予市城川町
嘉喜尾３９４８番ほか１
筆

４，２２６

２ 申請年月日

平成２８年２月１６日

�������
�愛媛県告示第２２４号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２８年３月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

今治市朝倉北乙２４の２６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

朝倉北乙２４の２６（以上１筆について次の図に示す部分に限

る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２２５号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２８年３月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

千野々
川
２０６－
１１２９

西条市
中奥
（次の
図のと
おり）

土石流

下谷川
２０６－
１１３３

西条市
下谷
（次の
図のと
おり）

土石流

明穂谷
３２１－
１００８

西条市
小松町
明穂
（次の
図のと
おり）

土石流

旦之奥
谷川
３２３－
１００８ｂ

西条市
丹原町
東川根
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

東予地方局建設部及び西条市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２２６号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２８年３月１日

愛媛県知事 中 村 時 広
（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

東予地方局建設部及び西条市に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２２７号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

平成２８年３月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

野坂川
４４４－
１２６７

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

土石流

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

八幡浜土木事務所及び伊方町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２２８号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第８項の規定に

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

早川Ａ
２０６－
Ⅰ－１５
�

西条市
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

早川Ａ
２０６－
Ⅰ－１５
�

西条市
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

早川Ｂ
２０６－
Ⅰ－１３
３�

西条市
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

早川Ｂ
２０６－
Ⅰ－１３
３�

西条市
早川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

グリー
ンハイ
ツ
２０６－
Ⅰ－１６
�

西条市
飯岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

グリー
ンハイ
ツ
２０６－
Ⅰ－１６
�

西条市
飯岡
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

千野々
Ｂ
２０６－
Ⅰ－１５
２�

西条市
中奥千
野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

千野々
Ｂ
２０６－
Ⅰ－１５
２�

西条市
中奥千
野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

棚林
２０６－
Ⅰ－２０
３�

西条市
洲之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

棚林
２０６－
Ⅰ－２０
３�

西条市
洲之内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

湯久保
１
２０６－
Ⅱ－２０
�

西条市
黒瀬
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

湯久保
１
２０６－
Ⅱ－２０
�

西条市
黒瀬
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大保木
谷川
２０６－
１１３０

西条市
中奥
（次の
図のと
おり）

土石流 大保木
谷川
２０６－
１１３０

西条市
中奥
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

イノウ
チ川
２０６－
１１３１

西条市
中奥
（次の
図のと
おり）

土石流 イノウ
チ川
２０６－
１１３１

西条市
中奥
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西原川
２０６－
１１３９

西条市
西原
（次の
図のと
おり）

土石流 西原川
２０６－
１１３９

西条市
西原
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本社谷
川
３２１－
１００９

西条市
小松町
明穂
（次の
図のと
おり）

土石流 本社谷
川
３２１－
１００９

西条市
小松町
明穂
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高松川
３２３－
１００７

西条市
丹原町
川根
（次の
図のと
おり）

土石流 高松川
３２３－
１００７

西条市
丹原町
川根
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

旦之奥
谷川
３２３－
１００８ａ

西条市
丹原町
東川根
（次の
図のと
おり）

土石流 旦之奥
谷川
３２３－
１００８ａ

西条市
丹原町
東川根
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

フクガ
タニ川
３２３－
１０１７

西条市
丹原町
志川
（次の
図のと
おり）

土石流 フクガ
タニ川
３２３－
１０１７

西条市
丹原町
志川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

境谷川
３２３－
１０１８

西条市
丹原町
志川
（次の
図のと
おり）

土石流 境谷川
３２３－
１０１８

西条市
丹原町
志川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

愛 媛 県 報平成２８年３月１日 第２７５２号
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基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の

指定を解除する。

平成２８年３月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

八幡浜土木事務所及び伊方町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第２２９号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

平成２８年３月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

上の谷
川
４４２－
１１６９

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 上の谷
川
４４２－
１１６９

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大成川
４４２－
１１７１－
１

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 大成川
４４２－
１１７１－
１

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大成川
４４２－
１１７１－
２

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 大成川
４４２－
１１７１－
２

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中の谷
川
４４２－
１１７２

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 中の谷
川
４４２－
１１７２

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西成川
４４２－
１１７３

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 西成川
４４２－
１１７３

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

宮の谷
４４２－
Ⅰ－１６
０３�

西宇和
郡伊方
町中の
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

宮の谷
４４２－
Ⅰ－１６
０３�

西宇和
郡伊方
町中の
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上
４４２－
Ⅰ－１６
１０�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上
４４２－
Ⅰ－１６
１０�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

里
４４２－
Ⅰ－１６
１１�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

里
４４２－
Ⅰ－１６
１１�

西宇和
郡伊方
町河内
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

山下
４４２－
Ⅰ－１６
１５�

西宇和
郡伊方
町中浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

山下
４４２－
Ⅰ－１６
１５�

西宇和
郡伊方
町中浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西
４４２－
Ⅰ－１６
２５�

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西
４４２－
Ⅰ－１６
２５�

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

山田
４４２－
Ⅰ－１６
２６�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

山田
４４２－
Ⅰ－１６
２６�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

オモム
ラ
４４２－
Ⅰ－１６
２８�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

オモム
ラ
４４２－
Ⅰ－１６
２８�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大成
４４２－
Ⅰ－１６
３６�

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大成
４４２－
Ⅰ－１６
３６�

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

浜道
４４２－
Ⅰ－１６
４０�

西宇和
郡伊方
町伊方
越
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

浜道
４４２－
Ⅰ－１６
４０�

西宇和
郡伊方
町伊方
越
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

古屋敷
Ａ
４４２－
Ⅰ－２７
３８�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

古屋敷
Ａ
４４２－
Ⅰ－２７
３８�

西宇和
郡伊方
町二見
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奥Ｃ
４４２－
Ⅰ－２７
３９�

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奥Ｃ
４４２－
Ⅰ－２７
３９�

西宇和
郡伊方
町九町
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

佐市Ａ
４４３－
Ⅰ－１６
４７�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

佐市Ａ
４４３－
Ⅰ－１６
４７�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

高浦
４４３－
Ⅰ－１６
４８�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

高浦
４４３－
Ⅰ－１６
４８�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大平Ａ
４４３－
Ⅰ－１６
５０�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大平Ａ
４４３－
Ⅰ－１６
５０�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

イケダ
４４３－
Ⅰ－１６
５３�

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

イケダ
４４３－
Ⅰ－１６
５３�

西宇和
郡伊方
町大江
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

坂本
４４３－
Ⅰ－１６
５５�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

坂本
４４３－
Ⅰ－１６
５５�

西宇和
郡伊方
町三机
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ハトノ
クチ
４４３－
Ⅰ－１６
６１�

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ハトノ
クチ
４４３－
Ⅰ－１６
６１�

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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フナク
ボ
４４３－
Ⅰ－１６
６２�

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

フナク
ボ
４４３－
Ⅰ－１６
６２�

西宇和
郡伊方
町田部
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ウエム
ラ
４４３－
Ⅰ－１６
６５�

西宇和
郡伊方
町神崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ウエム
ラ
４４３－
Ⅰ－１６
６５�

西宇和
郡伊方
町神崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ムカイ
４４３－
Ⅰ－１６
６６�

西宇和
郡伊方
町大久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ムカイ
４４３－
Ⅰ－１６
６６�

西宇和
郡伊方
町大久
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

ニシワ
キ
４４３－
Ⅰ－１６
７０�

西宇和
郡伊方
町川之
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

ニシワ
キ
４４３－
Ⅰ－１６
７０�

西宇和
郡伊方
町川之
浜
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

狩浜Ａ
４４３－
Ⅰ－１６
７２�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

狩浜Ａ
４４３－
Ⅰ－１６
７２�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

狩浜Ｂ
４４３－
Ⅰ－１６
７３�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

狩浜Ｂ
４４３－
Ⅰ－１６
７３�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西上Ｂ
４４３－
Ⅰ－１６
７５�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西上Ｂ
４４３－
Ⅰ－１６
７５�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西上Ｃ
４４３－
Ⅰ－１６
７６�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西上Ｃ
４４３－
Ⅰ－１６
７６�

西宇和
郡伊方
町塩成
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

平磯Ｃ
４４４－
Ⅰ－１６
８４�

西宇和
郡伊方
町平磯
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

平磯Ｃ
４４４－
Ⅰ－１６
８４�

西宇和
郡伊方
町平磯
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

八軒家
４４４－
Ⅰ－１６
８７�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

八軒家
４４４－
Ⅰ－１６
８７�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

砂田
４４４－
Ⅰ－１６
８９�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

砂田
４４４－
Ⅰ－１６
８９�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

向井
４４４－
Ⅰ－１６
９０�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

向井
４４４－
Ⅰ－１６
９０�

西宇和
郡伊方
町二名
津
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

明神Ｂ
４４４－
Ⅰ－１６
９８�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

明神Ｂ
４４４－
Ⅰ－１６
９８�

西宇和
郡伊方
町明神
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

松Ｆ
４４４－
Ⅰ－１７
０５�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

松Ｆ
４４４－
Ⅰ－１７
０５�

西宇和
郡伊方
町松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三崎Ａ
４４４－
Ⅰ－１７
０６�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

三崎Ａ
４４４－
Ⅰ－１７
０６�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三崎Ｃ
４４４－
Ⅰ－１７
０７�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

三崎Ｃ
４４４－
Ⅰ－１７
０７�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三崎Ｄ
４４４－
Ⅰ－１７
０８�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

三崎Ｄ
４４４－
Ⅰ－１７
０８�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三崎Ｅ
４４４－
Ⅰ－１７
０９�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

三崎Ｅ
４４４－
Ⅰ－１７
０９�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

三崎Ｆ
４４４－
Ⅰ－１７
１０�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

三崎Ｆ
４４４－
Ⅰ－１７
１０�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

赤坂Ａ
４４４－
Ⅰ－１７
１１�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

赤坂Ａ
４４４－
Ⅰ－１７
１１�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

佐田Ｂ
４４４－
Ⅰ－１７
１５�

西宇和
郡伊方
町佐田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

佐田Ｂ
４４４－
Ⅰ－１７
１５�

西宇和
郡伊方
町佐田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大佐田
Ｂ
４４４－
Ⅰ－１７
１７�

西宇和
郡伊方
町大佐
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大佐田
Ｂ
４４４－
Ⅰ－１７
１７�

西宇和
郡伊方
町大佐
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大佐田
Ｃ
４４４－
Ⅰ－１７
１９�

西宇和
郡伊方
町大佐
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大佐田
Ｃ
４４４－
Ⅰ－１７
１９�

西宇和
郡伊方
町大佐
田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

井野浦
４４４－
Ⅰ－１７
２１�

西宇和
郡伊方
町井野
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

井野浦
４４４－
Ⅰ－１７
２１�

西宇和
郡伊方
町井野
浦
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

与侈Ｂ
４４４－
Ⅰ－１７
２２�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

与侈Ｂ
４４４－
Ⅰ－１７
２２�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

与侈Ｅ
４４４－
Ⅰ－１７
２５�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

与侈Ｅ
４４４－
Ⅰ－１７
２５�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

サザエ
バヤＢ
４４４－
Ⅰ－１７
２７�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

サザエ
バヤＢ
４４４－
Ⅰ－１７
２７�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

向灘Ｂ
４４４－
Ⅰ－１７
２９�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

向灘Ｂ
４４４－
Ⅰ－１７
２９�

西宇和
郡伊方
町与侈
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

八幡浜土木事務所及び伊方町に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第２３０号
計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により、西宇

和郡伊方町、八幡浜市、宇和島市、北宇和郡松野町、北宇和郡鬼北

町、南宇和郡愛南町、西予市、喜多郡内子町及び大洲市の特定計量

器の定期検査を次のように実施する。ただし、特定計量器検定検査

規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項各号に規定する

特定計量器の検査は、平成２８年４月１日から１２月２８日までの間にお

いて実施する。

平成２８年３月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 日 時 検 査 場 所 検 査
区 域

対象となる
特定計量器

平成２８年
４月１１日

午前１１時 から
午後３時 まで 三崎総合体育館 非自動はかり

（計量法施行
令第５条第１
号又は第２号
に掲げるもの
及び同政令附
則別表第２に
掲げるものを
除く。）
分銅
定量おもり
定量増おもり

〃１２日午前１１時 から
午後３時 まで 瀬戸町民センター

伊 方 町
〃１３日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで

伊方町役場
町見出張所

〃１３日午後１時 から
午後３時 まで 伊方町中央公民館

〃１４日午前１０時００分から午前１１時３０分まで
八幡浜市役所
日土出張所

〃１４日午後１時 から
午後３時 まで 神山地区公民館

〃１５日午前１０時３０分から午後３時 まで
ＪＡ西宇和
真穴共選 選果場

八 幡 浜 市
〃１８日午前１０時３０分から午後３時 まで

八幡浜市役所
保内庁舎

〃１９日午前１０時３０分から午後５時 まで
八幡浜みなっと
みなと交流館

〃２０日午前９時 から
午後３時 まで

八幡浜みなっと
みなと交流館

５月９日午前１０時３０分から午後３時 まで
宇和島市農村生活
文化ふれあい交流
館

宇 和 島 市

〃１０日午前１０時３０分から午前１２時 まで
ＪＡえひめ南
玉津支所

〃１０日午後１時３０分から午後３時 まで
ＪＡえひめ南
奥南支所

〃１１日午前１０時３０分から午後３時 まで 吉田公民館

〃１２日午前１０時３０分から午後３時 まで
津島勤労者
体育センター

〃１３日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 御槇公民館

〃１３日午後１時３０分から午後３時 まで 下灘公民館

〃１６日午前１０時３０分から午後３時 まで
市立
勤労青少年ホーム

〃１７日午前１０時３０分から午後３時 まで 市立図書館

〃１８日午前１０時 から
午前１１時 まで

定期船待合所日振
島ポケットパーク

〃１８日午後１時 から
午後２時 まで

ＪＡえひめ南
宇和海第二支所

〃１８日午後２時３０分から午後３時３０分まで
ＪＡえひめ南
嘉島出張所

〃１９日午前１１時 から
午前１２時 まで

ＪＡえひめ南
下波支所

〃１９日午後２時 から
午後３時３０分まで

宇和島市役所
宇和海支所

〃２０日午前１０時 から
午前１２時 まで

ＪＡえひめ南
九島支所

〃２３日午前１０時３０分から午後５時００分まで 宇和島市役所

〃２４日午前９時 から
午後３時 まで 宇和島市役所

６月１日午前１１時 から
午後２時３０分まで

鬼北町役場
日吉支所

〃 ２日午前１１時 から
午後３時 まで 中央公民館 鬼 北 町

半田
４４４－
Ⅰ－１７
３０�

西宇和
郡伊方
町串
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

半田
４４４－
Ⅰ－１７
３０�

西宇和
郡伊方
町串
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

串Ｄ
４４４－
Ⅰ－１７
３４�

西宇和
郡伊方
町串
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

串Ｄ
４４４－
Ⅰ－１７
３４�

西宇和
郡伊方
町串
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中の谷
４４４－
Ⅰ－１７
３６�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中の谷
４４４－
Ⅰ－１７
３６�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

長浜
４４４－
Ⅰ－１７
４１�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

長浜
４４４－
Ⅰ－１７
４１�

西宇和
郡伊方
町正野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大西
４４４－
Ⅰ－２６
１４�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大西
４４４－
Ⅰ－２６
１４�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

オミド
４４４－
Ⅰ－１３
９�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

オミド
４４４－
Ⅰ－１３
９�

西宇和
郡伊方
町三崎
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

柿谷川
４４２－
１１６４

西宇和
郡伊方
町亀浦
（次の
図のと
おり）

土石流 柿谷川
４４２－
１１６４

西宇和
郡伊方
町亀浦
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上の谷
川
４４２－
１１６９

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 上の谷
川
４４２－
１１６９

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東大成
川
４４２－
１１７０

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 東大成
川
４４２－
１１７０

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大成川
４４２－
１１７１－
１

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 大成川
４４２－
１１７１－
１

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

大成川
４４２－
１１７１－
２

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 大成川
４４２－
１１７１－
２

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中の谷
川
４４２－
１１７２

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 中の谷
川
４４２－
１１７２

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西成川
４４２－
１１７３

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 西成川
４４２－
１１７３

西宇和
郡伊方
町大成
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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公 告

�公 告

二級建築士試験及び木造建築士試験の施行について

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、平成２８

年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のとおり施行する。

なお、試験の実施に関する事務は、公益財団法人建築技術教育普

及センターに行わせる。

平成２８年３月１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の施行日時

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

平成２８年７月３日（日）午前１０時から午後５時１０分まで

イ 建築設計製図の試験

平成２８年９月１１日（日）午前１１時から午後４時まで

� 木造建築士試験

ア 学科の試験

平成２８年７月２４日（日）午前１０時から午後５時１０分まで

イ 建築設計製図の試験

平成２８年１０月９日（日）午前１１時から午後４時まで

２ 試験の場所

� 二級建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

� 木造建築士試験

ア 学科の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

イ 建築設計製図の試験

松山市文京町３ 愛媛大学

３ 受験申込手続

� 郵送による受験申込み

ア 郵送による受験申込みについては、次のいずれかに該当す

る者に限り行うことができる。

� 過去に二級建築士試験又は木造建築士試験を受験した者

であって、受験申込書に平成２７年以前の二級建築士試験又

は木造建築士試験の受験票又は不合格の通知書を添えてい

るもの

� 受験申込書にやむを得ない理由により直接提出すること

ができないことを証する書面を添えている者

イ 受験申込書は、平成２８年３月１４日（月）から２９日（火）ま

での間に、ウ�に掲げる提出先に簡易書留郵便で送付するこ
と。ただし、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

ウ 受験申込書の請求先及び提出先

� 請求先

①公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ

からインターネットにより請求

②公益財団法人建築技術教育普及センター受験申込書配布

係に、氏名、送付先住所、電話番号、試験種別・区分を

明記のうえ、ＦＡＸで請求

� 提出先

公益財団法人建築技術教育普及センター本部

（〒１０２―００９４東京都千代田区紀尾井町３番６号）

� インターネットによる受験申込み

インターネットによる受験申込みについては、平成１６年以降

に二級建築士試験又は木造建築士試験の受験申込みをした者の

うち、それぞれこれらの試験の申込みに必要な個人情報の使用

について、あらかじめ承諾をしている者に限り行うことができ

〃 ３日午前１１時 から
午後２時 まで 中央公民館

〃 ６日午前１１時 から
午後２時 まで

愛南町役場
内海支所

〃 ７日午前９時 から
午前１２時 まで 西海町民会館

〃 ８日午前９時 から
午前１２時 まで

愛南町役場
一本松支所 愛 南 町

〃 ９日午前９時 から
午後５時 まで

城辺保健福祉
センター

〃１０日午前９時 から
午後２時 まで 御荘文化センター

６月１３日午前１１時 から
午後３時 まで

松野町山村開発
町民センター 松 野 町

９月１日午前１１時 から
午後３時 まで

西予市
明浜町民会館

〃 ２日午前１１時 から
午後３時 まで

西予市
狩江公民館

〃 ５日午前１１時 から
午後３時 まで

西予市
俵津公民館

〃 ６日午前１１時 から
午前１２時 まで

三瓶農村
研修センター

〃 ６日午後１時３０分から午後３時 まで
西予市
三瓶北公民館

〃 ７日午前１１時 から
午後３時 まで

西予市
三瓶支所 西 予 市

〃 ８日午前１１時 から
午前１２時 まで

西予市
惣川出張所

〃 ９日午前１１時 から
午後３時 まで

西予市
野村公会堂

〃１２日午前１１時 から
午後３時 まで

西予市総合
センターしろかわ

〃１３日午前１０時３０分から午後３時 まで 西予市役所

〃１４日午前１０時３０分から午後２時 まで 西予市役所

１０月３日午前１０時 から
午後３時 まで

内子町
林業センター

〃 ４日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

ＪＡえひめ中央
田渡経済センター

〃 ４日午後１時 から
午後２時３０分まで

ＪＡ愛媛たいき
大瀬支所

内 子 町
〃 ５日午前１０時 から

午後３時 まで
内子町役場
内子分庁舎

〃 ６日午前１０時 から
午後３時 まで

内子町役場
内子分庁舎

〃 ７日午前１０時 から
午後３時 まで 内子町役場

〃１１日午前１０時 から
午後３時 まで 八多喜連絡所

〃１２日午前１０時 から
午後３時 まで 長浜体育館

〃１３日午前１０時３０分から午前１２時 まで 上須戒連絡所

〃１４日午前１０時 から
午後３時３０分まで 新谷連絡所

大 洲 市
〃１７日午前１１時 から

午後２時 まで
河辺基幹
集落センター

〃１８日午前１０時３０分から午後３時 まで
大洲市役所
肱川支所

〃１９日午前１０時 から
午後３時 まで 大洲市民会館

〃２０日午前１０時 から
午後３時 まで

大洲市総合
福祉センター

愛 媛 県 報平成２８年３月１日 第２７５２号

１１６



監 査 公 表

る。

平成２８年３月２２日（火）午前１０時から２９日（火）午後４時ま

での間に、公益財団法人建築技術教育普及センターのホームペ

ージ（http://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項を入力

して申し込むこと。

� 受付場所における受験申込み

ア 受験申込書は、平成２８年４月７日（木）から１１日（月）ま

での午前１０時から午後５時までの間に、イ�に掲げる提出先
に直接提出すること。

イ 受験申込書の請求先及び提出先

� 請求先

公益社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町４丁目１番

地５愛媛県建築士会館内）

� 提出先

公益社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町４丁目１番

地５愛媛県建築士会館内）

４ 建築設計製図の課題

平成２８年６月８日（水）（予定）から公益財団法人建築技術教

育普及センター中国四国支部（広島県広島市中区大手町二丁目１１

番１５号）及び公益社団法人愛媛県建築士会（松山市二番町４丁目

１番地５）に掲示するとともに、学科の試験の試験場に掲示する。

５ 学科の試験の合格通知

� 二級建築士試験

平成２８年８月２３日（火）（予定）付けで通知する。

� 木造建築士試験

平成２８年９月６日（火）（予定）付けで通知する。

６ 合格発表

平成２８年１２月１日（木）（予定）付けの愛媛県報で公告する。

�公表第３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２８年３月１日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

同 渡 部 浩

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

学 校 法 人 聖 カ タ リ ナ 学 園 平成２７年１１月２６日

学 校 法 人 慶 応 学 園 〃

学 校 法 人 西 条 め ぐ み 学 園 〃

愛 媛 地 方 税 滞 納 整 理 機 構 〃

松 山 空 港 利 用 促 進 協 議 会 〃

社会福祉法人 はぴねす福祉会 〃

医 療 法 人 相 原 整 形 外 科 〃

学 校 法 人 Ｒ Ｗ Ｆ グ ル ー プ 〃

一般社団法人 松山市歯科医師会 〃

四 国 観 光 立 県 推 進 愛 媛 協 議 会 〃

愛 媛 県 商 工 会 連 合 会 〃

大 洲 商 工 会 議 所 〃

公益社団法人 松山青年会議所 〃

え ひ め 愛 フ ー ド 推 進 機 構 〃

株 式 会 社 日 本 ケ ア サ ポ ー ト 〃

越 智 今 治 森 林 組 合 〃

愛 媛 県 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 〃

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会
実 行 委 員 会 〃

愛 媛 県 競 技 力 向 上 対 策 本 部 〃

社 会 福 祉 法 人 聖 マ リ ア 会 〃

社 会 福 祉 法 人 吾 子 苑 〃

鬼 北 町 〃

東 温 市 〃

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会 平成２７年１２月１７日

（監査の結果）

平成２６年度において実施された上記団体に対する次の補助金等に係る

出納その他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね

良好であったが、一部の団体において次の事項が認められた。

入所者の事務費徴収額の認定において、必要経費として認められない

介護保険サービスに係る食材費等を計上し、入所者の事務費本人徴収額

を過小に算定していたため、過去４年間（平成２３年度から２６年度）、補

助金の過大な交付（計４５７，０００円）を受けていた。

（社会福祉法人 吾子苑）

事 業 主 体 補助金等の
名 称 補助対象事業等 補 助 対 象

事 業 費 等 補助金額等

学校法人
聖カタリナ学園

平成２６年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

聖カタリナ女子
高等学校の運営
費

７１９，
５０１，９９２円

３３１，
４４０，０００円

〃 〃 聖マリア幼稚園
の運営費

６５，
３３７，０３６円

４１，
６９９，０００円

〃 〃 ロザリオ幼稚園
の運営費

７０，
８６３，４３９円

２９，
５７５，０００円

〃 〃 聖カタリナ大学
短期大学部附属
幼稚園の運営費

２２，
９７２，９８５円

１０，
４１７，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金（幼
稚園特別支
援教育費補
助）

聖マリア幼稚園
の特別支援教育
事業

１２，
６９６，７４４円

１，
１７６，０００円

〃 〃 聖カタリナ大学
短期大学部附属
幼稚園の特別支
援教育事業

４，
１４０，０４４円

１７７，２０５円

〃 平成２６年度
愛媛県私立
幼稚園子育
て総合支援
事業補助金

聖マリア幼稚園
の子育て相談事
業等

１，
０６０，０００円

１，
０６０，０００円

〃 〃 ロザリオ幼稚園
の子育て相談事
業等

１，
０６０，０００円

１，
０６０，０００円

〃 〃 聖カタリナ大学
短期大学部附属
幼稚園の子育て
相談事業等

１，
０６０，０００円

１，
０６０，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県私立
高等学校授
業料減免事
業補助金

低所得世帯の授
業料軽減補助

８，
１８８，３５０円

８，
１８８，３５０円
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学校法人
慶 応 学 園

平成２６年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

慶応幼稚園の運
営費

１７８，
５５１，０８８円

８０，
５１９，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県私立
幼稚園子育
て総合支援
事業補助金

慶応幼稚園の子
育て相談事業等

２，
０００，０００円

１，
５６０，０００円

学校法人
西条めぐみ学園

平成２６年度
愛媛県私立
学校運営費
補助金

めぐみ幼稚園の
運営費

９０，
２８０，５２８円

３７，
３９７，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県私立
幼稚園子育
て総合支援
事業補助金

めぐみ幼稚園の
子育て相談事業
等

１，
０６０，０００円

１，
０６０，０００円

愛媛地方税滞納
整理機構

平成２６年度
愛媛地方税
滞納整理機
構運営費補
助金

愛媛地方税滞納
整理機構運営費

９７，
６４４，４６８円

９，
８００，０００円

松山空港利用促
進協議会

平成２６年度
松山空港利
用促進協議
会負担金

空港利用啓発事
業

７，
４４１，９６８円

４，
２０７，０００円

〃 〃 国際線利用促進
事業

６５，
４３８，５５９円

５８，
１４５，０００円

社会福祉法人
はぴねす福祉会

平成２６年度
愛媛県外国
人介護福祉
士候補者学
習支援事業
費補助金

外国人介護福祉
士候補者の学習
支援

４，
１２０，２６９円

３，
６１０，０００円

〃 平成２６年度
施設開設準
備等特別対
策事業費補
助金

介護施設の開設
準備に係る補助

５０，
３１４，００８円

４９，
４４０，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県軽費
老人ホーム
事務費補助
金

ケアハウス「フ
ァミリア」の運
営費

２６，
６１３，４７６円

１６，
６２３，０００円

〃 〃 ケアハウス「プ
ラチナガーデ
ン」の運営費

４１，
８１４，４５６円

１９，
１１３，０００円

医療法人
相原整形外科

平成２６年度
愛媛県有床
診療所等ス
プリンクラ
ー等施設整
備事業費補
助金

スプリンクラー
施設整備

２２，
５１８，０００円

２２，
４２３，０００円

学校法人
ＲＷＦグループ

平成２６年度
愛媛県看護
師等養成所
運営費補助
金

看護師等養成運
営事業

８１，
４９７，８８４円

９，
１１４，０００円

一般社団法人
松山市歯科医師
会

平成２６年度
愛媛県歯科
衛生士復職
支援研修事
業費補助金

歯科衛生士復職
支援等

９，
１２５，５８５円

９，
０００，０００円

四国観光立県推
進愛媛協議会

平成２６年度
四国観光立
県推進愛媛
協議会負担
金

愛媛県の観光推
進事業

２７，
３２２，０５２円

１３，
８４２，０００円

愛媛県商工会連
合会

平成２６年度
小規模事業
経営支援事
業費補助金

経営改善普及事
業 等（特 別 会
計）

８７７，
６３８，６４９円

７０７，
６７３，２８６円

〃 〃 経営改善普及事
業 等（一 般 会
計）

１３２，
４９２，８９５円

１１２，
６８７，８１９円

大洲商工会議所 〃 経営改善普及事
業等

４６，
３０６，２０９円

４０，
３２７，７２９円

公益社団法人
松山青年会議所

平成２６年度
公益社団法
人日本青年
会議所第６３
回全国大会
松山大会補
助金

全国大会松山大
会開催事業

１８，
０２８，８５６円

６，
００９，６１９円

えひめ愛フード
推進機構

平成２６年度
えひめ愛フ
ード推進機
構負担金

県産農林水産物
販売促進事業等

５５，
３６５，２４１円

２６，
０１２，０００円

株式会社
日本ケアサポー
ト

平成２５年度
愛媛県森林
そ生緊急対
策事業（２６
年度繰越）

老人福祉施設
「まちなか」の
建設

２１３，
９６７，５１６円

９９，
０５９，０００円

越智今治森林組
合

平成２６年度
愛媛県造林
事業補助金

間伐等の森林整
備事業

９６，
６３２，９７０円

３８，
６５３，１８８円

〃 平成２６年度
未整備森林
間伐事業費
補助金

間伐等の森林整
備事業

１，
３２３，８０２円

１，
３００，０００円

愛媛県漁業協同
組合連合会

平成２６年度
愛媛県真珠
品質向上対
策事業費補
助金

低品質真珠の買
上げ等

１９，
６３６，０４２円

１３，
７４５，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県えひ
め真珠ブラ
ンド確立推
進事業費補
助金

高品質商品の開
発・ブランド化
事業

１２，
０３４，４２１円

１２，
０００，０００円

愛顔つなぐえひ
め国体・えひめ
大会実行委員会

平成２６年度
え ひ め 国
体・障害者
スポーツ大
会広報推進
事業費負担
金

広報推進事業 ３１，
７９４，０００円

３１，
７９４，０００円

〃 平成２６年度
えひめ国体
輸送実施計
画策定事業
費負担金

交通対策検討調
査

３，
１６１，０００円

３，
１６１，０００円

〃 平成２６年度
障害者スポ
ーツ大会準
備費負担金

準備委員会開催
等

３，
９１３，０００円

３，
９１３，０００円

〃 平成２６年度
えひめ国体
競技役員等
養成事業費
負担金

競技役員養成等 １４，
３５２，７５７円

１４，
３５２，７５７円

愛媛県競技力向
上対策本部

平成２６年度
愛媛県競技
力向上対策
本部運営費
負担金

競技力向上各種
施策事業

４５５，
４６５，２９５円

４５５，
４６５，２９５円

社会福祉法人
聖 マ リ ア 会

平成２６年度
愛媛県軽費
老人ホーム
事務費補助
金

ケアハウス「せ
せらぎ」の運営
費

２３，
６２５，５４３円

１０，
５８７，０００円

社会福祉法人
吾 子 苑

〃 ケアハウス「サ
ンランド」の運
営費

２５，
９４１，９１８円

２０，
６７９，０００円

鬼 北 町 平成２６年度
新ふるさと
づくり総合
支援事業費
補助金

地域づくり推進
事業

１６，
３５１，６６７円

５，
０４４，０００円

愛 媛 県 報平成２８年３月１日 第２７５２号

１１８



�������
�公表第４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２８年３月１日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

同 渡 部 浩

�������
�公表第５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２８年３月１日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

同 渡 部 浩

東 温 市 平成２６年度
愛媛県農村
環境保全向
上活動支援
事業補助金

共同活動支援、
農業施設長寿化
事業等

５３，
３１７，５３８円

１３，
３７４，３８１円

社会福祉法人
愛媛県社会福祉
協議会

平成２６年度
愛媛県生活
福祉資金貸
付事業費補
助金

低所得者自立更
生の貸付金貸付

３１６，
２００，０００円

３１６，
２００，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県臨時
特例つなぎ
資金貸付事
業費補助金

住居喪失者の貸
付金貸付

１０，
０００，０００円

１０，
０００，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県日常
生活自立支
援事業費補
助金

認知症高齢者等
の自立支援

３３，
７９９，０００円

３３，
７９９，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県福祉
サービス苦
情解決事業
費補助金

苦情処理体制整
備

６，
６０８，０００円

６，
６０８，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県保育
士修学資金
貸付事業費
補助金

保育士修学資金
貸付

３２，
０５０，０００円

３２，
０５０，０００円

〃 平成２６年度
愛媛県明る
い長寿社会
づくり推進
機構運営費
補助金

機構運営費等 １２，
５０２，０００円

１２，
５０２，０００円

監 査 対 象 機 関
監 査 年 月 日

団 体 名 基 本 金 等

愛媛県住宅供給公
社

設立
昭和４０年１１月１５日

基本金額
１０，０００，０００円

県出捐額
１０，０００，０００円

平成２７年１１月２６日

公益財団法人
愛媛県スポーツ振
興事業団

設立
昭和４９年１２月２５日

基本金額
７５０，２０３，５４４円

県出捐額
５００，０００，０００円

平成２７年１２月１６日

松山観光港ターミ
ナル株式会社

設立
平成１０年４月２３日

資本金額
５７９，４００，０００円

県出資額
２５６，０００，０００円

〃

南レク株式会社

設立
昭和４８年６月１４日

資本金額
４００，０００，０００円

県出資額
１０６，９３３，３３３円

〃

公益財団法人
愛媛県埋蔵文化財
センター

設立
昭和５２年６月９日

基本金額
５，０００，０００円

県出捐額
５，０００，０００円

〃

公立大学法人
愛媛県立医療技術
大学

設立
平成２２年４月１日

基本金額
２，２０６，１７９，０００円

県出資額
２，２０６，１７９，０００円

平成２７年１２月１７日

松山空港ビル株式
会社

設立
昭和５３年１１月１日

資本金額
１，１２５，０００，０００円

県出資額
３００，０００，０００円

〃

愛媛エフ・エー・
ゼット株式会社

設立
平成５年４月３０日

資本金額
３，４２７，０００，０００円

県出資額
９３６，０００，０００円

〃

公益財団法人
愛媛の森林基金

設立
昭和６１年５月１０日

基本金額
１，０５１，１３０，０００円

県出捐額
４００，０００，０００円

〃

（監査の結果）

平成２６年度事業に係る出納その他の事務について、それぞれ監査を実

施したところ、おおむね良好であったが、一部の団体において次の事項

が認められた。

平成２６年度今治道路埋蔵文化財発掘調査に伴うオペ付き重機等単価契

約において、入札執行表の記載誤りにより落札額を上回る額で契約を締

結した結果、支払額で計５，２６９，７９６円が過大となっていた。

（公益財団法人 愛媛県埋蔵文化財センター）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公益財団法人
愛 媛 県 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 団 平成２７年１２月１６日

松山観光港ターミナル株式会社 〃
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�公表第６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１９９

条第９項の規定により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成２８年３月１日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

同 渡 部 浩

南 レ ク 株 式 会 社 〃

社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会 平成２７年１２月１７日

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社 〃

株式会社 レスパスコーポレーション 〃

（監査の結果）

平成２６年度において実施された公の施設の指定管理者に係る出納その

他の事務について、それぞれ監査を実施したところ、おおむね良好と認

められた。

公 の 施 設 の
管 理 委 託 団 体 公 の 施 設 の 名 称 委 託 金 額

公益財団法人
愛媛県スポーツ振興事業団

愛媛県総合運動公園 ２０６，３１３，０００円

〃 愛媛県武道館 １５０，８０８，０００円

松山観光港ターミナル株式
会社

松山観光港ターミナル ３０，４１４，０００円

南 レ ク 株 式 会 社 南予レクリエーション都市
公園

３４３，６９４，０００円

社会福祉法人
愛媛県社会福祉協議会

愛媛県総合社会福祉会館 ５８，９９２，０００円

愛媛エフ・エー・ゼット株
式会社

愛媛国際貿易センター １１５，４１０，０００円

〃 愛媛県植物くん蒸所 ２，３３９，０００円

株式会社
レスパスコーポレーション

愛媛県生涯学習センター及
びえひめ青少年ふれあいセ
ンター

１５６，３３１，０００円

当該補助金は、私立学校振興助成法に基づき、私立学校の振興を図

るために、学校運営に要する経常的経費について補助されており、補

助を受けた学校法人は、補助金の適正な執行に努め、その執行内容に

ついて説明責任を負うところ、学校法人においては、このことが十分

に認識されていないと思料される。

ついては、これまで行ってきた学校法人への検査・指導方法を再検

証した上で、学校法人に補助制度の趣旨を十分に認識させるとともに、

更に補助対象経費を整理、明確化を図るなどして、補助金交付事務の

適正化に一層努められたい。

（私学文書課）

３ 社会福祉法人吾子苑に対する平成２３年度から２６年度の愛媛県軽費老

人ホーム事務費補助金について、当法人による入所者の事務費徴収額

の認定において、必要経費として認められない介護保険サービスに係

る食材料費等を計上し、入所者の事務費本人徴収額を過小に算定して

いたため、計４５７，０００円が過大に交付されていた。

また、社会福祉法人宇和島市民共済会に対しても、同様の理由で平

成２６年度分の同補助金８１，０００円が過大に交付されていた。

事務費徴収額認定の審査を適正に行われたい。

（南予地方局健康福祉環境部）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

私 学 文 書 課 平成２８年２月８日

南 予 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 〃

（監査の結果）

愛媛県私立学校運営費補助金及び愛媛県軽費老人ホーム事務費補助金

について、法第１９９条第５項の規定による監査を実施したところ、次の

事項が認められた。

１ 愛媛県私立学校運営費補助金について、聖カタリナ女子高等学校が

報告した専攻科の退学者数を見落として配分額を算出したため、当校

に対し平成２２年度から２６年度までの５年間、計２，１９１，０００円が過大に

交付されていた。

各学校法人から報告された退学者数等について十分に精査するとと

もに、配分算出においては複数の職員によるチェック体制の確立を図

る等、厳正な事務の執行を徹底されたい。

（私学文書課）

２ 愛媛県私立学校運営費補助金について、補助金交付額に影響がなか

ったものの、補助対象外経費を対象経費として計上している事例が例

年見受けられ、当課に対し、適切に計上するよう学校法人への指導徹

底を求めてきたが、平成２６年度の同補助金においても、同様の事例が

複数見受けられたところである。
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